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・知床（日本）（N 1193） 
 

１．報告書の要約 

  日本は、世界遺産委員会決議（45COM7B.84）で示された決議項目について、環境省・林野庁・文化

庁・北海道・その他関係機関の連携の下、知床世界自然遺産地域科学委員会における科学的検討を踏

まえて、以下のとおり報告する。 

 

・決議項目３について、知床の OUV の構成要素が気候変動によって受けると考えられる影響について

想定し、具体的な適応策を整理した「知床世界自然遺産地域・気候変動に係る順応的管理戦略」を

2024年 10月に策定した。 

 

・決議項目４について、漁業被害の軽減とトド個体群の保全の両立を図ることを目的として、日本周辺

海域へ来遊するトドの個体群管理に関する基本的な考え方を定めた管理基本方針を 2024 年に改定

し、日本海、オホーツク海、根室海峡及び太平洋を含むトドが来遊する我が国沿岸全域（沖合海域含

む）を管理対象水域とし、2個体群の動態モデルを開発した。 

 

・決議項目５について、新たな方針のもとで、オホーツク海と千島列島の 2つのトド繁殖個体群につい

て、個体群毎の個体群動態モデルによる評価に基づき、生物学的潜在除去可能数の範囲内で採捕可能

上限頭数を定めたことから、予防原則に基づくとともに順応的管理によってトド採捕が行われる。 

 

・決議項目６について、 特定の種（ウミウ、ウミネコ、オオセグロカモメ）の個体数の半減の原因が

不明のため、モニタリングを継続するとともに他のモニタリング指標との関連性を検討するなどし

て、原因を推定する。 

 

・決議項目７について、2024年３月に「第 2期長期モニタリング計画」を改定し、OUV維持のための順

応的な管理をしていく上で、現況評価に必要となるモニタリング項目を位置づけるとともに、具体的

な評価方法を定めた。 

 

・決議項目８について、６年間にわたる改良工事を完了したルシャ川については、既存のモニタリング

を継続するとともに、ダム改良に伴うサケの自然産卵環境の改善、ならびに稚魚の再生産効率の向上

を評価し、必要に応じて改善措置を行う。河川上流域からの流木については、流路が湾曲している広

い堆砂域において増水時に流木が捕捉されることを確認しており、ダム改良後の流木発生状況を注

視しつつ、必要に応じて流木捕捉手法としての効果について検討する。 魚類の遡上については、河

床路のサケ科魚類の遡上ルートとしての利用状況等、引き続き各種モニタリングを実施し、必要に応

じて改善措置を行う。 

 

・決議項目９について、本報告書において最新の保全状況及び決議の実施状況を報告する。 

 

なお、資産の顕著な普遍的価値に影響を与える可能性があると認識しているその他の保全に関する問

題、大規模な開発計画については、携帯電話基地局整備について、ユネスコ世界遺産センターから日本に

対して作業指針第 174項に基づく情報照会があったことを受け、日本から回答した。 

 

また、保全状況報告書へのパブリックアクセスは受容できる。 
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２．世界遺産委員会決議への対応 

 日本は、第 45回世界遺産委員会決議 45COM7B.84において決定された項目に対し、以下のとおり誠意

をもって報告する。 

知床の OUV の構成要素が気候変動によって受けると考えられる影響を想定し、具体的な適応策を整理

した「知床世界自然遺産地域・気候変動に係る順応的管理戦略」を 2024 年 10 月に策定した（別添１）。

今後とも、モニタリング結果に応じて戦略を改善しつつ、知床の OUV を対象とした気候変動に対する管

理を順応的に実施していく。 

 

【決議項目４】 

漁業への影響を含め、トドが管理基本方針に沿って管理されてきたこと、個体群動態の調査が進行中

であることに留意するが、しかしながら個体数データが存在しないままトドの採捕が続いていること

を改めて懸念し、当該国に、2024年の管理基本方針の改定に反映させるため、個体群動態モデルの開

発を引き続き加速するよう強く促す（urge）； 

我が国では、漁業被害の軽減とトド個体群の保全の両立を図ることを目的として、日本周辺海域へ来遊

するトドの個体群管理に関する基本的な考え方を定めた管理基本方針を 2024年に改定し、日本海、オホ

ーツク海、根室海峡及び太平洋を含むトドが来遊する我が国沿岸全域（沖合海域含む）を管理対象水域と

し次項に記述する２個体群の動態モデルを開発した。 

 

【決議項目５】 

必要に応じて IUCN種の保存委員会に協議し、トド西部亜種に関する正確で包括的なデータが利用可能

になるまで、予防的アプローチを採用し、現在の本亜種の採捕レベルを再考、削減または必要に応じ

て廃止するよう当該国に再度強く促す（urge again）； 

2024年にトドの個体群管理に関する管理基本方針を改定した。新たな方針のもとで、2014年度から管

理対象外であった根室海峡等も含む日本へ来遊するトドすべてを対象に、オホーツク海と千島列島の 2

つの繁殖個体群（population)について、個体群毎の個体群動態モデル（別紙）による評価に基づき、

2024/25 年来遊期の根室海峡を含む東部海域における採捕可能上限頭数は、生物学的潜在除去可能数

（potential biological removal; PBR）の範囲内の 31頭と定めた。 

また、同方針に基づくトドの採捕は、過剰な採捕等により、絶滅危惧種に選定されるまで個体数が減少

したという過去の経験を踏まえ、予防原則に基づくとともにトド採捕の順応的管理によって行われる。 

 

【決議項目６】 

本資産に関する 2012-2021長期モニタリング計画 (LTMP) の総合評価報告書に留意し、登録以降、一

部の海鳥類の個体数が半減したと報告されていることに懸念を表明するとともに、海鳥類の個体群が

OUVの重要な属性であることを想起する（recall）； 

特定の種（ウミウ、ウミネコ、オオセグロカモメ）の個体数の半減の原因が不明のため、モニタリング

を継続するとともに他のモニタリング指標との関連性を検討するなどして、原因を推定する。 

【決議項目３】 

気候変動の影響がより大きな懸念を引き起こしていること、また気候変動の影響をモニタリングする

ためのデータが不足していることに留意し、2024年までに気候変動による顕著な普遍的価値（OUV）へ

の影響を最小化するための順応的管理戦略を策定することを歓迎するとともに、当該国に対し、最終

的な戦略を世界遺産センターに提出し、その実施と資産の OUV の継続的な保護のために完全な支援が

確実に提供されるよう改めて要請する（reiterate its request）； 



3 

 

 

【決議項目７】 

2023年度末までに予定されている LTMPの改定と、それにクライテリア（x）の生物多様性の属性が含

まれることを歓迎し、水生生物多様性、特にサケ科魚類、海鳥類及び海生哺乳類が確実にすべて含ま

れ、モニタリングされるために、資産の OUVの属性を LTMPに完全に確実に反映するよう当該国に改め

て要請し、改定された最終的な LTMPを世界遺産センターに提出するよう当該国に要請する（request）； 

2024 年３月に「第 2 期長期モニタリング計画」を改定し、知床の OUV の維持のために順応的な管理を

していくことを目的として、現況評価に必要となるモニタリング項目を位置づけるとともに、具体的な評

価方法を定めた（別添２）。 

 

【決議項目８】 

生物学的変数のモニタリングを含む 2019 年のミッション勧告に対する当該国の継続的な対応に留意

し、当該国に以下の継続を奨励する（encourage）： 

a) 河川再生アプローチとオプションに関する現在の理解を強化するため、河川生態系における生物

学的変数の代表性を改善するための対策を講じること  

b) 河川再生の必要性と漁業関係者の懸念とのより良いバランスをとる方法として、巨大な流木を捕

獲するための代替手法を検討すること 

c) 特に侵食、魚類の移動、底生生物の生育・生息地の攪乱に関連して、河床路パイロットプロジェ

クトの影響をモニタリングし、必要に応じて、特定された影響に対して、包括的な科学的理解に

基づいて迅速な改善措置を講じること； 

a) 2024年 11月までに６年間にわたる改良工事を完了したルシャ川については、工事実施中から改良

に伴うルシャ川の変化を追跡するため、河床地形変化はもとより、サケ科魚類の遡上数、産卵床、稚

魚降下数についてもモニタリングを実施しており、今後も調査を継続する。さらには、産卵床の分布

に影響を与える水深、流速、河床材料、流木の分布等の解析も進め、今後、ダム改良に伴うサケの自

然産卵環境の改善、ならびに稚魚の再生産効率の向上を評価し、必要に応じて改善措置を行う。 

b) 河川上流域からの流木については、第３ダムの 300m上流に流路が湾曲している広い堆砂域があり、

増水時に流木が捕捉されることを確認している。今後、ダム改良後の流木発生状況を注視しつつ、必

要に応じて、前述の湾曲地形を利用した流木捕捉手法の効果について検討する。 

c） 魚類の遡上については、河床路がサケ科魚類の遡上ルートとして支障なく機能しているか、河川の

物理環境などについて、引き続き各種モニタリングを実施し、必要に応じて改善措置を行う。 

 

【決議項目９】 

当該国に対し、第 47回世界遺産委員会会合による検討のため、2024年 12月 1日までに、資産の保全

状況及び上記決議の実施状況について最新の報告書を世界遺産センターに提出するよう要請する。 

本報告書において、最新の保全状況及び決議の実施状況を報告した。 

 

３．締約国が、資産の顕著な普遍的価値に影響を与える可能性があると認識しているその他の保全に関

する問題 

 なし 

 

４．作業指針第 172項に基づく真正性・完全性を含む資産の顕著な普遍的価値に影響を与える可能性の

ある構成資産及び緩衝地帯において予定される大規模な復元又は新規工事に関する説明 
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 なし。なお、携帯電話基地局整備について、ユネスコ世界遺産センターから日本に対して作業指針第

174項に基づく情報照会があったことを受け、日本から回答した。 

 

５．保全状況報告書へのパブリックアクセス 

 受容できる。 

 

６．代表者署名 

 環境省自然環境局長 

 林野庁長官 

 文化庁次長 
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別紙 

付録．北海道水域に来遊するトド個体群の評価 

個体群 オホーツク 千島 

適用モデル ペラ・トムリンソン型モデル[1] 

採捕上限の算出法 生物学的可能除去数[2] 

管理上の条件 (10 年間)§[1] 
Probality of DLIMIT = 0.6 K*:          > 60 % 

Probality of DEXTINCTION = 0.05 K**:   < 10 % 

K（環境収容力）推定値¶†[1] 18,000 12,000 

個体群推定数の下限値 Nmin†[1] 10,000 8,000 

Rmax 0.12 0.12 

FR 0.75 0.5 

他の変数   

回遊率§§ (日本海へ) 0.3 0.1 

(根室海峡へ) 0 0.2 

過去 10 年間の平均混獲数‡ 61 

年間採捕可能頭数の上限 日本海：511、根室海峡：31 

*個体数が K（環境収容力）の 70％水準を下回る確率[1] 

**個体数が K（環境収容力）の 10％水準を下回る確率[1] 

§管理戦略評価（MSE）モデルによる評価[1] 

†丸められた値として表示 

¶繁殖場での直接観察と採捕歴に基づく[1],[3]-[6] 

§§焼印個体の再確認数と推定累積生残個体数に基づき推定[7]-[10] 

‡北海道庁の調査に基づく 2012-2021 年の平均値（未発表） 
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